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○
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身
体
障
害
者
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程
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訓
令

(

障
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福
祉
課)
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�
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安
委
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会

○
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森
県
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路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

交
通
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制
課)
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規

則

青
森
県
国
営
土
地
改
良
事
業
負
担
金
等
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
十
二
号

青
森
県
国
営
土
地
改
良
事
業
負
担
金
等
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
国
営
土
地
改
良
事
業
負
担
金
等
徴
収
条
例
施
行
規
則

(

昭
和
三
十
六
年
十
二
月
青
森
県
規

則
第
百
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
中

｢◎
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
､
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か

ら
起
算
し
て
30日
以
内
に
､
青
森
県
知
事
に
対
し
て
行
政
不
服
審
査
法
に
よ
る
異
議
申
立

を

て
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡

｣

｢

◎

こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
､
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の

翌
日
か
ら
起
算
し
て
30日
以
内
に
､
青
森
県
知
事
に
対
し
て
行
政
不
服
審
査
法
に
よ
る
異

議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡

処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
､
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算

し
て
６
月
以
内
に
､
県
を
被
告
と
し
て
(知
事
が
被
告
の
代
表
者
と
な
り
ま
す
｡
)
､
提

に

起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡
た
だ
し
､
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起

算
し
て
30日
以
内
に
異
議
申
立
て
を
行
つ
た
場
合
に
は
､
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
､
そ

の
異
議
申
立
て
に
対
す
る
決
定
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
月

以
内
に
提
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
｡

｣

改
め
る
。

第
四
号
様
式
中
４
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

４
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
､
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か

ら
起
算
し
て
30日
以
内
に
､
青
森
県
知
事
に
対
し
て
行
政
不
服
審
査
法
に
よ
る
異
議
申
立
て
を
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡

処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
､
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６

月
以
内
に
､
県
を
被
告
と
し
て
(知
事
が
被
告
の
代
表
者
と
な
り
ま
す
｡
)
､
提
起
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
｡
た
だ
し
､
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
30日
以
内
に
異

議
申
立
て
を
行
つ
た
場
合
に
は
､
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
､
そ
の
異
議
申
立
て
に
対
す
る
決
定
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が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
月
以
内
に
提
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
と
さ
れ
て
い
ま
す
｡

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
県
営
土
地
改
良
事
業
分
担
金
等
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
十
三
号

青
森
県
県
営
土
地
改
良
事
業
分
担
金
等
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
県
営
土
地
改
良
事
業
分
担
金
等
徴
収
条
例
施
行
規
則

(

昭
和
三
十
六
年
十
二
月
青
森
県
規

則
第
百
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
中
３
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
､
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か

ら
起
算
し
て
30日
以
内
に
､
青
森
県
知
事
に
対
し
て
行
政
不
服
審
査
法
に
よ
る
異
議
申
立
て
を
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡

処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
､
こ
の
処
分
に
つ
い
て
の
異
議
申
立
て
に
対
す
る
決
定
が
あ
つ
た
こ

と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
月
以
内
に
､
県
を
被
告
と
し
て
(知
事
が
被
告
の
代
表

者
と
な
り
ま
す
｡
)
､
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡

な
お
､
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
､
こ
の
処
分
に
つ
い
て
の
異
議
申
立
て
に
対
す
る
決
定
を
経

た
後
で
な
け
れ
ば
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
､
①
異
議
申
立
て
が
あ

つ
た
日
か
ら
３
月
を
経
過
し
て
も
決
定
が
な
い
と
き
､
②
処
分
､
処
分
の
執
行
又
は
手
続
の
続
行

に
よ
り
生
ず
る
著
し
い
損
害
を
避
け
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
き
､
③
そ
の
他
決
定
を
経
な

い
こ
と
に
つ
き
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
､
決
定
を
経
な
い
で
も
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提

起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡

第
六
号
様
式
中
４
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

４
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
､
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か

ら
起
算
し
て
30日
以
内
に
､
青
森
県
知
事
に
対
し
て
行
政
不
服
審
査
法
に
よ
る
異
議
申
立
て
を
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡

処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
､
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６

月
以
内
に
､
県
を
被
告
と
し
て
(知
事
が
被
告
の
代
表
者
と
な
り
ま
す
｡
)
､
提
起
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
｡
た
だ
し
､
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
30日
以
内
に
異

議
申
立
て
を
行
つ
た
場
合
に
は
､
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
､
そ
の
異
議
申
立
て
に
対
す
る
決
定

が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
月
以
内
に
提
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
と
さ
れ
て
い
ま
す
｡

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
国
営
干
拓
事
業
負
担
金
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

平
成
十
七
年
三
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
十
四
号

青
森
県
国
営
干
拓
事
業
負
担
金
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
国
営
干
拓
事
業
負
担
金
徴
収
条
例
施
行
規
則(

昭
和
四
十
五
年
一
月
青
森
県
規
則
第
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
中

｢

◎

こ
の
負
担
金
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
､
こ
の
通
知
を
受
け
た
日
の
翌
日
か
ら
起

を

算
し
て
30日
以
内
に
知
事
に
対
し
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡

｣

｢

◎

こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
､
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の

翌
日
か
ら
起
算
し
て
30日
以
内
に
､
青
森
県
知
事
に
対
し
て
行
政
不
服
審
査
法
に
よ
る
異

議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡

処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
､
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算

し
て
６
月
以
内
に
､
県
を
被
告
と
し
て
(知
事
が
被
告
の
代
表
者
と
な
り
ま
す
｡
)
､
提

に

起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡
た
だ
し
､
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起

算
し
て
30日
以
内
に
異
議
申
立
て
を
行
つ
た
場
合
に
は
､
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
､
そ

の
異
議
申
立
て
に
対
す
る
決
定
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
月
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以
内
に
提
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
｡

｣

改
め
る
。附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
農
用
地
整
備
事
業
特
別
徴
収
金
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
十
五
号

青
森
県
農
用
地
整
備
事
業
特
別
徴
収
金
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
農
用
地
整
備
事
業
特
別
徴
収
金
徴
収
条
例
施
行
規
則

(

平
成
九
年
三
月
青
森
県
規
則
第
二

十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
中
４
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

４
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
､
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か

ら
起
算
し
て
60日
以
内
に
､
青
森
県
知
事
に
対
し
て
行
政
不
服
審
査
法
に
よ
る
異
議
申
立
て
を
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡

処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
､
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６

月
以
内
に
､
県
を
被
告
と
し
て
(知
事
が
被
告
の
代
表
者
と
な
り
ま
す
｡
)
､
提
起
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
｡
た
だ
し
､
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
60日
以
内
に
異

議
申
立
て
を
行
っ
た
場
合
に
は
､
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
､
そ
の
異
議
申
立
て
に
対
す
る
決
定

が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
月
以
内
に
提
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
と
さ
れ
て
い
ま
す
｡

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

青
森
県
訓
令
甲
第
三
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
七
年
三
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
施
行
規
程(

昭
和
二
十
七
年
十
月
青
森
県
訓
令
甲
第
六
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

｢
｢

別
表
の
１
中

を

に
、

｣
｣

｢精
算
年
月
日
印
｣

を

｢精
算
年
月
日
｣

に
改
め
、
同
表
の
２
及
び
３
中

｢
｢

を

に
改
め
、
同
表
の
４
中

｣
｣

｢
｢

を

に
、

｣
｣

｢精
算
年
月
日
印
｣

を

｢精
算
年
月
日
｣

に
改
め
、
同
表
の
５
中

｢
｢を

に
、

｣
｣

｢職
務
級
｣

を

｢職
務
の
級
｣

に
、
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｢

｢
｢

を

に
改
め
、

を
削
る
。

｣
｣

｣

附

則

１

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
前
の
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
施
行
規
程
別
表
の
規
定
に
よ
り
調
製
し
た
旅
行
命

令
簿
等
の
用
紙
で
現
に
残
っ
て
い
る
も
の
は
、
当
分
の
間
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

青
森
県
訓
令
甲
第
四
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

青
森
県
身
体
障
害
者
相
談
業
務
委
託
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
七
年
三
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
身
体
障
害
者
相
談
業
務
委
託
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
身
体
障
害
者
相
談
業
務
委
託
規
程(

昭
和
四
十
二
年
十
一
月
青
森
県
訓
令
甲
第
四
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
青
森
市
の
項
中｢

三
十
人｣

を｢

三
十
四
人｣

に
改
め
、
同
表
八
戸
市
の
項
中｢

二
十
四
人｣

を

｢

二
十
五
人｣

に
改
め
、
同
表
五
所
川
原
市
の
項
中

｢

七
人｣

を

｢

十
人｣

に
改
め
、
同
表
む
つ

市
の
項
中

｢

五
人｣

を

｢

十
人｣

に
改
め
、
同
表
蟹
田
町
の
項
を
削
り
、
同
表
今
別
町
の
項
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
平
舘
村
の
項
及
び
三
�
村
の
項
を
削
り
、
同
表
深
浦
町
の
項
中

｢

二
人｣

を

｢

三
人｣

に
改

め
、
同
表
岩
崎
村
の
項
を
削
り
、
同
表
藤
崎
町
の
項
中

｢

二
人｣

を

｢

三
人｣

に
改
め
、
同
表
浪
岡

町
の
項
、
常
盤
村
の
項
、
金
木
町
の
項
及
び
中
里
町
の
項
を
削
り
、
同
表
市
浦
村
の
項
を
次
の
よ
う

に
改
め
る
。

別
表
小
泊
村
の
項
を
削
り
、
同
表
七
戸
町
の
項
中

｢

二
人｣

を

｢

四
人｣

に
改
め
、
同
表
上
北
町

の
項
を
削
り
、
同
表
東
北
町
の
項
中

｢

二
人｣

を

｢

四
人｣

に
改
め
、
同
表
天
間
林
村
の
項
、
川
内

町
の
項
、
大
畑
町
の
項
、
脇
野
沢
村
の
項
及
び
南
郷
村
の
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
む
つ
市
の
項
の
改
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� �

正
規
定
並
び
に
同
表
川
内
町
の
項
、
大
畑
町
の
項
及
び
脇
野
沢
村
の
項
を
削
る
改
正
規
定
は
公
表
の

日
か
ら
、
同
表
八
戸
市
の
項
及
び
深
浦
町
の
項
の
改
正
規
定
、
同
表
岩
崎
村
の
項
を
削
る
改
正
規
定
、

同
表
七
戸
町
の
項
の
改
正
規
定
、
同
表
上
北
町
の
項
を
削
る
改
正
規
定
、
同
表
東
北
町
の
項
の
改
正

規
定
並
び
に
同
表
天
間
林
村
の
項
及
び
南
郷
村
の
項
を
削
る
改
正
規
定
は
同
月
三
十
一
日
か
ら
、
同

表
青
森
市
の
項
の
改
正
規
定
及
び
同
表
浪
岡
町
の
項
を
削
る
改
正
規
定
は
同
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

公

安

委

員

会

青
森
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
十
八
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

井

畑

明

男

青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号

青
森
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
道
路
交
通
規
則

(

平
成
十
年
九
月
青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
十
六
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八

道
路
運
送
車
両
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号)

に
よ
る
自
動
車
登
録
番
号
標
又

は
車
両
番
号
標
に
、
赤
外
線
を
吸
収
し
、
若
し
く
は
反
射
す
る
た
め
の
物
を
取
り
付
け
、
又
は

付
着
さ
せ
て
、
大
型
自
動
車
、
普
通
自
動
車

(

原
動
機
の
大
き
さ
が
、
総
排
気
量
〇
・
〇
五
〇

リ
ッ
ト
ル
以
下
、
定
格
出
力
に
つ
い
て
は
〇
・
六
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
を
除
く
。)
又

は
大
型
特
殊
自
動
車
を
運
転
し
な
い
こ
と
。

別
表
東
北
縦
貫
自
動
車
道
八
戸
線
の
項
中

｢

青
森
県
三
戸
郡
南
郷
村｣

を

｢

青
森
県
八
戸
市｣

に

改
め
、
同
表
一
般
国
道
七
号
線
の
項
中

｢

｣

を｢

｣

に
改
め
、
同
表
一
般
国
道
百
四
号
線
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
市
道
平
和
公
園
通
り
線
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
の
改
正
規
定
中

｢

青
森

県
三
戸
郡
南
郷
村｣

を

｢

青
森
県
八
戸
市｣

に
改
め
る
部
分
は
同
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
、
そ
の
他

の
改
正
規
定
は
同
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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一
般
国
道
二
百
八
十
二
号
線

南
津
軽
郡
碇
ケ
関
村
大
字
碇
ケ
関
字
西
碇
ケ
関
山
国
有
林
二

八
林
班
か
ら

南
津
軽
郡
碇
ケ
関
村
大
字
碇
ケ
関
字
西
碇
ケ
関
山
国
有
林
三

二
林
班
ま
で

市
道
高
田
苗
生
松
線

青
森
県
弘
前
市
大
字
高
田
五
丁
目
七
番
地
五
号
か
ら

青
森
県
弘
前
市
大
字
新
里
字
東
平
岡
六
番
地
ま
で

� �

青
森
県
青
森
市
大
字
岩
渡
字
熊
沢
二
五
〇
番
地
二
三
九
か
ら

青
森
県
青
森
市
大
字
八
ツ
役
字
矢
作
七
一
番
地
二
ま
で

青
森
県
青
森
市
大
字
岩
渡
字
熊
沢
二
五
〇
番
地
二
三
九
か
ら

青
森
県
青
森
市
大
字
八
ツ
役
字
矢
作
七
一
番
地
二
ま
で

青
森
県
南
津
軽
郡
碇
ケ
関
村
大
字
碇
ケ
関
字
西
碇
ケ
関
山
国
有
林
三
二
林

班
か
ら

青
森
県
弘
前
市
大
字
豊
田
二
丁
目
三
番
地
ま
で

青
森
県
弘
前
市
大
字
豊
田
二
丁
目
三
番
地
か
ら

青
森
県
弘
前
市
大
字
高
田
五
丁
目
七
番
地
五
号
ま
で
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発
行
所
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発
行
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青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭
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週
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・
水
・
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曜
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発
行


